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本計画の位置づけ 

一般廃棄物処理基本計画は、国や都、東京二十三区清掃一部事務組合の関係計画との関連

性を有するとともに、区の長期計画の補助計画として位置づけられています。 

計画期間と目標年次 

本計画は、令和 6（2024）年度を始期とし、令和 15（2033）年度を目標年次とする 10 年間

を計画期間として策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の進行管理 

●ＰＤＣＡサイクルによる進捗管理 

ＰＤＣＡサイクルの考え方を踏まえ、継続的に計画の点検、見直し、評価します。 

●一般廃棄物処理基本計画改定時の評価 

必要に応じて、5 年を目途に見直しを行い、評価します。 

●毎年度の進行管理 

目標となる指標や各具体策の進捗状況を廃棄物減量等推進審議会に報告し、審議会の意見

を踏まえて進行管理を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の概要 

PLAN

計画の策定

DO

計画の実施

ACTION

計画の見直し

DO

計画の実施

ACTION

計画の見直し

CHECK

進捗の評価

CHECK

進捗の評価

PLAN

計画の策定

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

年度（平成） 年度（令和）

12～19

本計画

平成12～23年度

12か年計画

平成19～28年度

10か年計画

令和6～15年度

10か年計画

5年を目途に見直し

平成28～37年度

10か年計画

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

※一般廃棄物処理実施計画（年度ごと）

令和（年度）

目黒区一般廃棄物処理基本計画（5年を目途に見直し）

※
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人口動態 

過去 10 年間の人口の動態（外国人を含む）を見ると、目黒区の人口は令和 3（2021）年度

をピークに減少しています。今後の動向については、目黒区推計では、ゆるやかに増加する

見込みとなっています。 

 

 

 

 

※令和 5（2023）年

度までの実績値

は、住民基本台

帳 10 月 1 日時点。 

※令和 7（2025）年

度以降の推計値

は、目黒区推計。 

転入・転出者数 

区内・区外への転入・転出者数は、それぞれ目黒区人口の１割程度で推移しています。基

本的には転入超過であり、今後もその傾向が継続するものと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

※住民基本台帳人

口移動報告 

高齢者人口の増加 

令和 4（2022）年 10 月 1 日時点における 65 歳以上の高齢者が全体に占める割合は 19.7％

であり、さらに高齢化が進行するものと予測されています。一人暮らし高齢者や高齢者の

みで構成されている世帯は全高齢者の 64.8％であり、この割合は年々増加するものと考え

られます。 

 

 

  

清掃・リサイクル事業を取り巻く現状と課題 

27,953

26,873

22,947
22,220

22,717

24,179
23,732 23,287

22,008

23,305
25,830

25,234

21,995
21,092

20,768
22,448 22,520

23,879

24,745

23,124

20,000

21,000

22,000

23,000

24,000

25,000

26,000

27,000

28,000

29,000

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

転入

転出
(人)

高齢者のみ世帯

（34,995人）

64.8%

その他の世帯

（18,983人）

35.2%19.5% 19.7% 19.7% 19.3% 20.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

H25

（実績）

H30

（実績）

R4

（実績）

R7

（推計）

R12

（推計）

(％)

令和4年10月1日現在

19.7%

※実績値：住民基本台帳、推計値：住民基本台帳基本推計 

 

※令和 2（2020）年国勢調査 

図 高齢者人口構成比の推移（実績と推計） 図 高齢者のみ世帯数の割合 
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資源・ごみの状況 

令和 2（2020）年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大により在宅時間が増加したこと

などの影響により、ごみ量が増加したと考えられます。令和 3（2021）年度から減少に転じ

ましたが、今後も新しい生活様式の定着による社会的な変化が一定の割合で影響すると考え

られます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前計画の達成状況 

区民 1人 1日当たりごみ量は、

令和 2（2020）年度に一時的に増

加しましたが、全体的に減少傾向

にあります。リサイクル率は、平

成 28(2016)年度の 26.7％からほ

ぼ横ばいで推移しており、令和

4(2022)年度は 25.8％です。 

家庭ごみの組成割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 燃やすごみの組成割合                           図 燃やさないごみの組成割合 

※令和 4（2022）年度 家庭ごみ組成分析調査より 
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燃やすごみには
資源化できる品
目が 28.4％含ま
れています。 

燃やさないごみには資源化できる
品目が 11.6％含まれています。 

燃やすごみには生
ごみが 25.8％含ま
れています。 
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SDGs とは、Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）の略称で、国連サミットで採

択された、2016 年から 2030 年までの国際目標です。持続可能な世界を実現するための 17 のゴール・

169 のターゲットから構成されており、地球上の誰一人として取り残さない（leave no one behind）

ことを誓っています。 

本計画の基本理念「『快適で誇りのもてる循環型のまち』の実現」は、SDGs と目標や方向性を同じ

にするものです。施策の実施にあたっては、計画に掲げる目標に加え、それぞれ SDGs の目標や関連

するターゲットを見据えた取組を推進します。 

計画の体系 

SDGｓとは 

令和15
年度
目標

４００ｇ
 (R4比約100ｇ減量)

４０％
 

(R4比約14ﾎﾟｲﾝﾄ増)

基
本
方
針
・
個
別
施
策

基本方針① 基本方針③

区民・事業者との
連携推進

適正処理の推進

基本方針②

２Ｒの推進と
リサイクル

目
標

１人１日当たりごみ量 リサイクル率

基
本
理
念

＜区が目指す方向性＞

目黒区基本構想
将来像 さくら咲き 心地よいまち ずっと めぐろ

目黒区基本計画
基本目標４ 快適で暮らしやすい持続可能なまち

＜計画の目指す方向性＞

一般廃棄物処理
基本計画基本理念 「快適で誇りのもてる循環型のまち」の実現

目黒区一般廃棄物処理基本計画の体系
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（７）災害廃棄物の処理

基本方針３
適正処理の推進

（１）家庭ごみの適正排出

（２）事業者への排出指導

（３）高齢者などへの訪問収集の充実

（４）戸別収集の検討

（５）効率的な事業運営

（６）小型充電式電池等の適正処理

（６）事業者負担の適正化

基本方針２
２Ｒの推進とリサイクル

（１）家庭ごみの減量

（２）事業系ごみの減量

（３）新たな資源回収

（４）食品ロスの削減

（５）家庭ごみ有料化の検討

基本方針１
区民・事業者との連携推進

（１）ＰＲ・普及啓発の推進

（２）環境学習の機会の創出

（３）「めぐろ買い物ルール」の推進　

（４）事業者・地域団体との連携

「快適で誇りのもてる循環型のまち」を実現するためには、区民・事業者・区の各主

体がそれぞれの役割を認識し、自ら具体的に行動に移す必要があります。区は、区

民・事業者が積極的に３Ｒに取り組めるような情報発信、双方向のコミュニケーショ

ン強化に努めます。区は、区民等の循環型社会に向けた理解と行動を促進する、コー

ディネーターとしての役割を果たしていきます。 

 

基本理念 「快適で誇りのもてる循環型のまち」の実現 

循環型社会の実現に向けて最も優先されるべきことは、製造、販売、消費、廃棄と

いう物のライフサイクルの中で、可能な限り上流部で対策を行い、不要なものを発

生させないリデュース（発生抑制）、リユース（再使用）の２Ｒが重要です。２Ｒに

積極的に取り組んだ上で、不要なものとして発生してしまったものは、できる限り

リサイクル(再生利用)を推進します。 

 

３Ｒを推進した上で、さらにごみとして処理しなければならないものについては、区

民の生活環境に影響を及ぼさないように配慮しながら、適正処理を推進します。 

基本理念・基本方針・個別施策 
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区民 1 人 1 日当たりのごみ量 

 

 

 

 

リサイクル率 40％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

平成 18 年 3 月に誕生した「めぐろ買い物ルール」は、ごみをつくり出さない賢い買い

物（スマートショッピング）に区民・事業者・区が取り組む区内共有のルールです。 

計画改定に伴い、基本理念である「環境にも財布にもやさしい、ムダのない賢い買い物」

を継承し、現在の多様化した生活様式にも対応した内容に改定します。 
 

●ルール１『マイバッグ+マイ○○のすすめ』  

●ルール２『必要な分だけ買おう！』 

●ルール３『エコな商品を選ぼう！』 

●ルール４『おいしく食べきろう！』 

●ルール５『みんなで「長く」「繰り返し」使おう！』 

※ルール２と４のどちらか、あるいは両方に取り組むお店は「めぐろ買い物ルール参加店と 

同時に「食べきり協力店」としても自動的に登録  

目標達成のための取組イメージ 

約 100ｇ 
の減量 お茶碗１杯 納豆 2 個パック 

（50ｇ×2） 

約 100g の重さ 

のものとは 

A3 チラシ 10 枚 

約40％ 
に近づける 古紙として

分別する 

ごみではなく 

資源として 

きちんと分別 

 

ペットボトル 
500 ㎖ 4 本 

プラスチック 
として分別する 

まずは 

Reduce（リデュース） 

発生抑制 

・使い捨て商品を買わない 

・食べ残さない 

・使い捨ての箸、フォーク、

スプーンを断る 

・マイバッグを持参する 

次に 

Reuse（リユース） 

再使用 

・リサイクルショップ、フリ

マアプリ等を活用する 

・使わなくなった物は、リフ

ォームして使用する 

・修理して使う 

 

そして 

Recycle（リサイクル） 

再生利用 

・古紙やプラスチックを分

別回収に出す 

・使用済み小型家電を拠点

回収に出す 

・再生品を利用する 

めぐろ買い物ルールの改定 
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食品ロスを削減するためには、消費者、事業者、行政等の各主

体が、課題や役割を理解し、一層連携して取り組んでいくこと

が必要です。 

区は、食品ロス削減推進計画を定め、区民、事業者と連携・協

力しながら、食品ロス削減を推進します。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

※令和 4（2022）年度  

家庭ごみ組成分析調

査より 

食品ロス削減の進捗状況を評価する指標 

質問 選択肢 
令和 4 年度 

(実績値) 

令和 15 年度 

(目標値) 

1 カ月の間に食品(食材)を捨て

たことはありますか。 
まったくなかった 21.1％ 40.0％ 

食品ロスに関する意識  とても意識している 45.9％ 60.0％ 

食品ロスを出さないために普段

行っていることはありますか。 

必要な分だけ買う 70.6％ 85.0％ 

飲食店では食べきれる量を注文する 52.0％ 70.0％ 

※令和 4（2022）年度区民アンケート調査より 

施策と行動指針 

■具体的施策 
①啓発活動 ②食品ロスに関する学習機会の提供 ③未利用食品を回収するフードドライブの実施支援 
④フードシェアリングアプリ等の活用 ⑤生ごみ減量の推進 ⑥区の事業者との連携 
⑦先進的な取組の研究 

■区民の役割と行動 ■事業者の役割と行動 
〇食品ロスに関する情報収集と学習を進める 
〇食材は必要な分だけ購入し、適切な保存を行い、
有効に利用し、食べきる 

〇使い切れない食品は、フードドライブやフードシェア
リングアプリなどを活用する 

〇飲食店では食べられる量だけ注文し、残さず食べ、
食べ残した場合は持ち帰る 

●飲食店は食べ残しが出ないように工夫する 
●飲食店や食品販売店は、調理くずを出さないよう
に、調理方法などを工夫する 

●食品販売店は、売れ残りや規格外商品をフードバ
ンクに引き渡す 

●ロスが出ないように予約購入制等を採用する 
●生ごみの減量やリサイクルを推進する 

 

食べ残し・

飲み残し
5.2%

調理くず等
13.8%

生ごみ以外
74.2%

消費期限前
0.2%

賞味期限前
12.8%

消費期限切

9.4%

賞味期限切

23.5%

表示なし

・不明
54.0%

直接廃棄
6.8%

生ごみ

25.8％

食品ロス削減推進計画 

燃やすごみのうち
12.0％、生ごみの
約半分が食品ロス 

消費・賞味期限

前に廃棄された

食品が 

13.0％ 

ごみに含まれる未利用食品 

図 燃やすごみに占める食品ロスの割合 図 直接廃棄の内訳 


